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令和６年度　厳木ダム地域協働管理委託

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局　武雄河川事務所長
寺尾　直樹
佐賀県武雄市武雄町大字昭和７４５

令和　６年１０月１０日

唐津市長　峰　達郎

¥１，４１０，９７０－

¥０－

別紙のとおり



随 意 契 約 理 由 書 
 
１． 件名 

令和６年度 厳木ダム地域協働管理委託 
２． 履行場所 

佐賀県唐津市厳木町広瀬地先 
３． 随意契約の相手方 

佐賀県唐津市西城内１番１号 
唐津市長 峰 達郎 

４． 随意契約適用法令 
    会計法第２９条の３第４項及び予算決算及び会計法令第１０２条の４

項第３号 
５． 当該工事の目的・内容及び随意契約に付する理由 
１） 当該工事の目的 

 厳木ダムは、地元住民にとって地域の核となる施設であり、昔から

住民の生活と密接に関わっており、現在でも住民のダムへの関心は高

く、ダムへの愛護、美化思想の普及した、洪水等に対する防災意識も

高い地域である。 
    ダム管理の一部作業を委託することで、実作業を行う地元住民のダム

に対する関心や洪水等に対する防災意識、愛護、美化思想の維持を図り、

地域と一体となったダム管理の実現に寄与するものである。 
２） 工事の内容 

     厳木ダムの安全性確保と環境保全のため除草を行うものである。 
３） 随意契約に付する理由 

     当該契約は、その内容について事前に委託先の唐津市と実作業（再

委託先）の地元住民の同意を得ているところであり、河川法第９９条

の規定を根拠法令とし、唐津市委託するものである。 
     契約にあたっては、契約の相手方が一に定められ、競争性のない随

意契約によらざるを得ないことから、会計法第２９条の３第４項及び

予算決算及び会計法令第１０２条の４項第３号の規定により、随意契

約するものである。 
 

（随意契約理由書作成者） 
  厳木ダム管理支所長 


